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子ども・子育て
鶴川地区協議会共催 ３水スマイルラウンジ 
春の野原を絵本と草花遊びで楽しもう
対未就学児とその保護者日４月１６日㈬、午前１０時
～１１時、午後１時～２時（受け付けは各開始時間の
３０分前から、各回とも同一内容）場和光大学ポプ
リホール鶴川講野津田・雑木林の会代表　久保礼
子氏定各２０組（お子さんは１組当たり２人まで）申
電話で生涯学習センター（☎☎７２８－００７１）へ。

生涯学習センター 
親と子のまなびのひろば

●パパと一緒にきしゃポッポ　
対市内在住の０～１歳児（２歳になった月の末日ま
で）とその父親日４月２０日㈰午前１０時～１１時３０
分（自由遊び時間含む）場健康福祉会館内スキンシ
ップ遊び、手作りおもちゃ製作等定１０組（申し込
み順）申４月１日午前９時から電話で生涯学習セン
ター（☎☎７２８－００７１）へ。

Ｎａｔｕｒｅ Ｆａｃｔｏｒｙ 東京町田
●親子で陶芸教室　陶芸用粘土を２日間に分けて
成形・釉

ゆう

掛
が

けし、お皿やコップなどを作ります。
対小学生以下のお子さんとその保護者日６月８日
㈰、７月６日㈰、午前の部＝午前９時３０分～正午、午
後の部＝午後１時３０分～４時、各全２回定各２０人

（申し込み順）費１人１０００円申４月１日
午前９時からＮａｔｕｒｅ Ｆａｃｔｏｒｙ 東京町
田ＨＰ（右記二次元コード）で申し込み。
問Ｎａｔｕｒｅ Ｆａｃｔｏｒｙ 東京町田☎☎７８２－３８００

町田市民文学館 
ちちんぷいぷい

　保育士やボランティアによる絵本の読み聞かせ
やわらべ歌遊びが楽しめます。飲み物や着替え等
の必要なものは各自持参してください。
対市内在住の０・１歳児とその保護者／お子さんの
首が据わってからご参加ください日毎月第１・３火
曜日（祝休日を除く）、午前１０時３０分～１１時３０分

（受付時間＝午前１０時～１０時３０分）／受付時間を
過ぎた場合は入室できません場同館２階大会議室
定各１５組（先着順）
問同館☎☎７３９－３４２０

医療的ケアを必要とするお子さんの 
保育所等への入所相談を受け付けます

　保育所等への入所を申請する際は、事前に相談
が必要です。また、保育所等の利用は、市が策定し
た「医療的ケア児の保育所等受入れガイドライン」
等により決定します。なお、ガイドラインを改定
し、受け入れの対象となる医療的ケアの内容や年
齢等について見直しを行いました。ガイドライン
及び対象となる児童や施設等の詳細は、まちだ子
育てサイト（右上記二次元コード）をご覧くださ

い。
対保育所等で保育を必要とする児童の
うち、主治医が集団保育を実施するこ
とが適切であると認めた、医療的ケアを必要とす
る児童入所開始日２０２６年４月１日申相談予約は５
月３０日までに電話で保育・幼稚園課へ。申請方法
や必要書類等の詳細は、入所相談時に説明します。
問保育・幼稚園課☎☎７２４－２１３７

催し・講座
あなたも「市民後見人」になりませんか 
第７期町田市市民後見人育成研修 

オリエンテーション
　認知症や障がい等の理由で、判断能力が低下し
た方の身上保護や財産管理を行う「市民後見人」の
育成研修を実施します。今回は、成年後見制度や後
見人等の役割についての説明や、実際に活躍して
いる市民後見人の話を聞くことができます。
日４月２０日㈰午前９時３０分～正午、４月２７日㈰午
後１時３０分～４時（各回とも同一内容）場町田市民
フォーラム定会場＝各２０人、オンライン＝各１００
人／申し込み順申４月７日午前９時からＧｏｏｇｌｅフ
ォーム（右記二次元コード）で申し込
み。研修の詳細は、（社福）町田市社会福
祉協議会福祉サポートまちだ（☎☎７２０－
９４６１）へお問い合わせください。
問福祉総務課☎☎７２４－２５３７

　各種手当の概要は下表のとおりです。手当によって認定要件や提出書類が異なりますので、申請の前にお問い合わせください。また、認定とならない場合
もありますのであらかじめご了承ください。なお、手当受給中の方は支給日をご確認ください。� ４月１日現在

手当の種類 対　　象 手当額（月額） 支給日

障害児福祉
手当

①～③のいずれかに該当する２０歳未満の方　①おおむね身体障害者手帳１・２級②おおむね愛
の手帳１・２度③常時介護を必要とする状態にある障がいまたは精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、障がいを理由とする年金を受給中、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以
上の方は除きます。
※上記手帳の内容でも対象とならない場合があります。

１万６１００円
※請求の翌月分から支給さ
れます。

５月９日㈮（２月～４月分）
８月８日㈮（５月～７月分）
１１月１０日㈪（８月～１０月分）
２０２６年２月１０日㈫（１１月～１月分）

特別児童扶養
手当

①～③のいずれかに該当する２０歳未満の児童を監護する父母または養育者　①身体障害者手
帳１～３級程度（下肢障害については４級の一部を含む）②愛の手帳１～３度程度③日常生活に著
しい制限を受ける程度の障がいまたは精神障がいがある④重複障害（個々の障がいの程度が
上記より軽度な場合でも該当有り）
※所定の診断書で審査します（手帳に代えられる場合有り）。
※児童が施設に入所中、障がいを理由とする年金を受給中、保護者・配偶者・扶養義務者の所得
が一定額以上の場合は除きます。

手当等級１級＝５万６８００円
手当等級２級＝３万７８３０円
※請求の翌月分から支給さ
れます。

４月期（１２月～３月分）
８月期（４月～７月分）
１２月期（８月～１１月分）
※１１日までに支給。
※国から支給されます。

特別障害者
手当

①～③のいずれかに該当する重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要な
２０歳以上の方　①おおむね身体障害者手帳１・２級②おおむね愛の手帳１・２度③左記①②と同
等の障がい・精神障がいがある
※手帳の等級にかかわらず所定の診断書で審査します。
※施設入所者、３か月を超えて継続して入院中の方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額
以上の方は除きます。
※上記手帳の内容でも対象とならない場合があります。

２万９５９０円
※請求の翌月分から支給さ
れます。

５月９日㈮（２月～４月分）
８月８日㈮（５月～７月分）
１１月１０㈪（８月～１０月分）
２０２６年２月１０日㈫（１１月～１月分）

心身障害者
福祉手当

①～④のいずれかに該当する２０歳以上６５歳未満の方　①身体障害者手帳１・２級②愛の手帳１
～３度③脳性マヒ④進行性筋萎縮症
※施設入所者、所得が一定額以上の方は除きます。精神障害者保健福祉手帳は対象になりませ
ん。

１万５５００円
※請求の当月分から支給さ
れます。

４月２５日㈮（１２月～３月分）
８月２５日㈪（４月～７月分）
１２月２５日㈭（８月～１１月分）

重度心身
障害者手当

①～③のいずれかに該当する常時複雑な介護が必要な６５歳未満の方　①重度の知的障がい
で、常時著しい精神症状がある②重度の知的障がいと重度の身体障がいがある③両上肢及び
両下肢の機能が失われ座位困難である
※施設入所者、３か月を超えて継続して入院中の方、所得が一定額以上の方は除きます。

６万円
※請求の当月分から支給さ
れます。

毎月２０日までに前月分を支給
※都から支給されます。

※扶養義務者…申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等／上記支給日以外に支払いを行うこともあります／支給日が土・日曜日、祝休日の場合は、原則としてその直
前の金融機関営業日を支給日とします。

　市では、市内事業者の皆さんに活用いただけ
る各種支援制度を用意しています。対象者、補助
率、申請書類等の詳細は、市ＨＰ（各二次元コー
ド）をご覧ください。

【補助制度】
○新商品・新サービス開発への補助　
補助対象事業対象者が単独または他
企業と連携して行う、新たな商品・サ
ービスの開発及び実証実験（交付決定日から
２０２６年２月２８日までに実施するもの）
○産業見本市出展への補助　
補助対象事業２０２６年３月３１日まで
に国内、国外、またはオンラインで開
催される見本市・展示会等に出展す
る事業（一部を除く）／予算上限に達した時点で

申請受付を終了します。
○特許権等の産業財産権取得への補助　
補助対象事業２０２６年３月３１日まで
に終了する次のいずれかの事業　①
特許権・実用新案権・意匠権・商標権
の出願②特許出願に係る出願審査請求／予算上
限に達した時点で申請受付を終了します。
○公設試験研究機関での利用補助　
補助対象事業２０２６年３月１３日まで
に実施する、商品の開発・改良を目的
に行う公設試験研究機関での依頼実
験、機器利用／予算上限に達した時点で申請受
付を終了します。
○事業承継への補助　
補助対象事業２０２６年３月１３日までに実施す

る、次のいずれかの事業　①専門事
業者によるコンサルティング等を受
ける事業②専門事業者にＭ＆Ａの仲
介を委託する事業／予算上限に達した時点で申
請受付を終了します。

【認定事業】
○町田市トライアル発注認定制度　
　市内事業者が開発する新規性の高い優れた商
品・サービスの信用力向上や販路拡大を支援す
るため、同制度により、一定の基準を満たした商
品及び開発した事業者を認定しています。認定
された商品は、市が作成する「認定商品カタロ
グ」や、市HP等に掲載します。また、認定期間中
は市の中小企業融資制度や産業見本
市出展支援事業においても優遇を受
けることができます。

該当する方は申請を　各種福祉手当 問障がい福祉課☎☎７２４－２１４８Ｆ０５０－３１０１－１６５３

町田市内中小企業者向け支援制度 問産業政策課☎☎７２４－３２９６


